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（午前９時５８分 開会） 

○藤浦雅彦委員長 ただいまから、駅前等

再開発特別委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。暑い中、

そして何かとお忙しいところ、駅前等再開

発特別委員会をお持ちいただきまして、大

変ありがとうございます。 

 本日は、先日の本会議で当特別委員会に

付託されました案件についてご審査をい

ただきますが、何とぞ慎重審査の上、ご可

決いただきますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

 一旦退席させていただきます。 

○藤浦雅彦委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、松本委員

を指名します。 

 暫時休憩します。 

（午前 ９時５９分 休憩） 

（午前１０時    再開） 

○藤浦雅彦委員長 再開します。 

 議案第４２号所管分の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 高尾建設部長。 

○高尾建設部長 議案第４２号、令和元年

度摂津市一般会計補正予算（第２号）のう

ち、建設部が所管しております事項につき

まして、補足説明をさせていただきます。 

 今回の補正は、阪急京都線連続立体交差

事業の国当初予算の重点化に伴い、用地取

得並びに工事の設計業務を前倒しして進

め、早期の全線完成を目指すものです。 

 まず、歳入予算でございますが、予算書

１４ページをお開きください。 

 上から二つ目の項目の款１６府支出金、

項３委託金、目２土木費委託金の補正額６

億４，３２０万３，０００円は、事業主体

である大阪府の用地取得等の委託業務と

して本市が受託するものでございます。 

 続きまして、歳出予算でございますが、

予算書２０ページをお開きください。 

 款７土木費、項４都市計画費、目２街路

事業費の補正額７億８，５２８万円は、そ

の内訳といたしまして、まず区分の３行目、

連続立体交差事業負担金から説明いたし

ますが、全体事業費の一部を事業主体の大

阪府に負担金として支出するものでござ

います。 

 続きまして、２行目及び４行目の土地購

入費並びに物件移転等補償費は、大阪府か

ら受託する用地取得業務でございます。 

 さらに１行目の連続立体交差事業調査

委託料は、用地交渉業務の一部を外部へ委

託するものでございます。 

 続きまして、債務負担行為の補正ですが、

予算書４ページをお開きください。 

 ただいま歳出予算で説明いたしました

土地購入費、物件等補償費などにつきまし

ては、複数年にまたがる業務を予定してお

りまして、それぞれ補正に合わせ債務負担

行為を行うものでございます。 

 以上で、令和元年度摂津市一般会計補正

予算（第２号）の補足説明をさせていただ

きます。 

○藤浦雅彦委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 香川委員。 

○香川良平委員 おはようございます。そ

れでは、質問させていただきます。 

 ２１ページの土地購入費と物件移転等

補償費２億６５０万円と４億１，８００万

円、かなりの大きな金額が補正で上がって

いるわけでありますが、契約して初めて払

うお金だと思うんです。私が聞きたいのは、

府から補正で予算をいただいたわけであ
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りますが、令和元年度中にこの予算を使い

切れなかった場合、どのような処理をする

のか。もちろんしっかりと前に進んでいる

という認識ではありますが、まだ用地確定

も全て終わっていないと聞いております。

なかなか契約まではいかず、今期に予算が

使えなかったらどうなるのかというのを

まず聞きたいのと、この予算執行の仕方で

すね、契約して解体してお金を払うのか、

それとも、契約した段階で幾らかを払うの

か、その辺の流れというのを教えていただ

きたいなと思います。よろしくお願いしま

す。 

○藤浦雅彦委員長 それでは、答弁をお願

いします。 

 藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 それでは、

委員がご質問のまず１点目が使い切れな

かった場合はどうするのかという点と、２

点目の予算の執行の土地と物件移転補償

の考え方ですね、契約の払い方等のご質問

にお答えさせていただきます。 

 １点目なんですけれども、今回、このよ

うな金額を補正させていただきまして、我

々担当課としては、必死にこの予算の執行

に向けて頑張っていきたいと考えており

ます。 

 この予算で契約検査までというのは、今、

立ち会いはほぼ現地では完了しておりま

して、境界確定の押印をいただいている作

業になっておりまして、進捗としては厳し

い状況でございますけれども、この金額３

０件分見込んでおりますけれども、その３

０件をしっかり取り組んでいきたいと考

えております。 

 使い切れなかった場合ということでご

ざいますけれども、基本的に今回の事業と

いうのは大阪府が事業主体でございます。

事業費全体をコントロールしているのは

大阪府でございますので、そのあたりは、

今年度の予算の締めの段階でしっかり大

阪府と協議して、その使途については協議

のほうを進めていきたいと考えておりま

す。今は、全力で使い切る形で進めていき

たいと考えております。 

 ２点目の土地購入費と物件移転補償費

の契約の払い方なんですけれども、基本的

には、契約で前払いとして７割払わせてい

ただきます。基本的に土地購入と物件移転

補償費をお支払いさせていただいて、建物

を撤去していただいたあと、更地の状況を

確認させていただきまして、残りの３割を

お支払いするという形になります。今回、

債務負担行為ということで、年度の後半で

の契約ということで予定しておりますの

で、年度内に７割分、債務負担行為で３割

分のほうを計上しております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 香川委員。 

○香川良平委員 ありがとうございます。 

 この土地購入費、移転補償費の予算で３

０件分ぐらいを考えているというご答弁

をいただいたわけでありますが、３０件も

契約するのはなかなか大変かなと思うん

ですけれども、少しでも前に進めるために

しっかりと頑張っていただきたいと思い

ます。 

 契約の件についても、契約の段階で７割

で解体してから３割ということで理解を

いたしました。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 ほかにございますか。 

 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、１点だけ質問

させていただきます。 

 この約６億４，３００万円という金額、
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この経緯について改めて教えていただき

たい。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 それでは、

委員がご質問の今回の約６億４，３００万

円の補正の経緯ということで、答弁させて

いただきます。 

 昨年度、今年度の予算要求の時点では、

阪急京都線連続立体交差事業自体が、当初

４億２，０００万円の要求をさせていただ

いておりました。先ほども説明がありまし

たように、国のほうでやっぱり連続立体交

差事業ということで重点化していただき

まして、４億２，０００万円の要求なんで

すけれども、実際国の当初予算として１３

億円となってございます。１３億円につき

まして、基本的には国とのやりとりという

のは大阪府が事業主体でやっていただい

ておりますので、阪急電鉄と我々摂津市の

分がございます、その１３億円の使途につ

きまして、今まで協議をしておりまして、

１３億円のうち、約４億円が阪急電鉄、残

りの９億円弱、８億９，０００万円が摂津

市で執行する分と見込んでおりまして、当

初予算が約２億４，０００万円ですので、

その差額につきまして、今回補正させてい

ただくという経緯でございます。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 国のほうで阪急京都線

連続立体交差事業は重要であるというと

ころを認識しているということについて

は理解をいたしました。 

 その上で、これは最後の要望ですけれど

も、この予算の執行に対しては、国として

もやはり重要としているところ、その重み

をしっかり市として認識して、市全体で予

算執行について全力で取り組んでいくよ

うにしていただければと思います。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 ほかにご質問ありま

すか。 

 楢村委員。 

○楢村一臣委員 おはようございます。 

 今、土地購入費の話と、物件移転等の補

償費の話と経緯についてお聞かせいただ

いたんですけれども、個別なんですけれど

も、この委託料の２，５００万円なんです

けれども、前回予算審査のときに、内容は

用地測量や設計とかが中心の予算だった

と思います。この２，５００万円プラスさ

れた予算の内容についてお聞かせくださ

い。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 それでは、

委員がご質問の今回の委託料２，５００万

円の当初との違い等につきまして答弁さ

せていただきます。 

 もともと当初で組んでおりました委託

料につきましては、委員のおっしゃられた

とおり用地測量とか、つけかえ道路の設計

業務にかかわる業務を計上させていただ

いておりました。今回委託料として２，５

００万円計上させていただきますのは、土

地購入と物件移転補償、用地取得を推進す

るということで、こちらの委託料で用地交

渉業務というのを委託で発注する予定に

しておりまして、委託の中身が当初の設計

の委託と、今回の委託では、用地交渉とい

う部分で中身が違ってございまして、こち

らの委託につきましては、今年度から令和

３年度にかけて債務負担を計上させてい

ただいて、複数年での用地交渉業務委託の

発注を考えております。 
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 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 ２，５００万円の委託料

の内容については、理解しました。前に話

が出ていたかどうかわからないんですけ

れども、用地交渉の部分について当初から

委託するような話が出ていたのかどうか

ということは記憶になく、何か職員のほう

で進めていくような話を少し聞いていた

ような気がしていたんですけれども、今の

話を聞きますと、委託の内容に変わるとい

うことでの補正という話でありますので、

当初職員で予定してて委託にするという

ことになったとするならば、どういった経

緯で、今そういうところが変わったのかお

教えください。 

○藤浦雅彦委員長 藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 それでは、

委員がご質問の当初の考え方と、今回の交

渉を委託にするということで、考え方が変

わっているという経緯を答弁させていた

だきます。 

 まずこの委託につきまして、今は我々職

員で用地交渉業務のほうは進めておりま

す。今回委託するのは、その業務全てを委

託するわけではなく、その一部分を業者の

ほうに委託発注を考えております。 

 委員がおっしゃったように、当初は職員

体制をしっかり、今は３班プラスアルファ

の体制なんですけれども将来的には８班

体制等でしっかりやっていくように考え

ていたんですけれども、今回の補正みたい

に、かなりの国費の増減というところに対

応というところで、体制も激変の緩和とし

て業者に発注してしっかり対応していき

たい。また、受託者から専門的なノウハウ

の取得も可能になるということで、一部を

交渉委託を業務発注するように考えてご

ざいます。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 委託の内容については、

理解しました。激変に対する職員の負担を

減らすということなんですけれども、細か

いことばっかり聞いて申しわけないんで

すけれども、この用地交渉にかかわる委託

的なことって、余り自分の中でなじんでい

ないもので、他市とかどこかでそういう業

務をやっていることがあるのかと、あと具

体的にこの２，５００万円の積算基礎とい

うか、どういった形での委託になっている

のかについて、細かくなって申しわけない

ですけれども教えていただけますか。 

○藤浦雅彦委員長 藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 委員がご

質問の２点、まず１点目は、他市でのこう

いった用地交渉業務委託の事例、２点目で

すけれども、積算の基準、考え方というご

質問にご答弁させていただきます。 

 まず１点目は、他市でもやはり用地取得

員の不足というのは課題というふうに他

市のほうでヒアリングを行っております。 

 同じく連続立体交差事業を今取り組ま

れております寝屋川市や枚方市のほうで

もこういった形で用地交渉業務委託とい

うことを実施されております。その他、実

際の街路事業でも守口市や、ちょっと県は

違いますけれども、兵庫県の西宮市等でこ

ういった用地交渉業務委託というのをや

られている事例がありまして、それぞれヒ

アリングを実施しまして、どういう問題が

あるのか、どういういい点があるのかとい

うことをしっかり把握した上で取り組ん

でございます。 

 ２点目の積算の基準というのは、こちら

のほうは国のほうの積算基準がございま



- 6 - 

 

して、簡単に言えば、権利者１件当たりの

金額で積算できる形になっております。今

年度は２，５００万円、来年度は５，００

０万円、再来年度５，０００万円という金

額を計上させていただいているんですけ

れども、２，５００万円については１０件、

単純に２０件、２０件という形で積算をし

ております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 ありがとうございます。 

 内容については理解させてもらいまし

た。今年度１０件、来年度２０件、再来年

度２０件ということなんですけれども、質

問というわけではないんですけれども、と

りあえず、これ９月で補正がついたとして、

１０月から３月までの後期に向けて１０

件分進めようという話だと思うんですけ

れども、これから業者を決めて、なかなか

３月までの間にそれだけ進められるのか

気になるところでありますので、とりあえ

ず前倒しで進めていこうということでの

話については、一切異論もなくて進めてい

っていただきたいとは思うんですけれど

も、なかなかこの下半期の部分でどこまで

できるかという難しい部分もあろうかと

思いますので、その辺はしっかりと進めて

いただけるように要望して質問を終わり

ます。 

○藤浦雅彦委員長 ほかにございますか。 

 森西委員。 

○森西正委員 おはようございます。 

 今、他の委員からも質問があったんです

けれども、今の答弁で、まず委託料の件で

今年度１０件で、来年度が２０件、再来年

度が２０件ですかね、合計５０件というこ

とで。この委託料は、トータル全体のこの

事業の中で件数というのは５０件なのか、

もう少し多くあるのか、全体の件数という

のを教えていただきたいと思います。 

 その下の土地購入費、物件移転等の補償

費ですけれども、先ほどの答弁では３０件

ということでの答弁であったと思うんで

すけれども、そう考えますと、この委託料

で１０件、２０件、２０件の５０件という

ことと、土地購入費等が今年度３０件だと

いうことの答弁であると、全体の件数のう

ちの、この３０件はどの程度の割合なのか

というところを教えていただきたいと思

います。全体のこの委託料もそうですけれ

ども、土地購入費、物件移転等補償費、連

続立体交差事業負担金も含めて全体の事

業費は幾らで、そのうちの今回の補正で何

割執行という形で予算をとられる形にな

るのか教えていただきたいと思います。 

 財源内訳が国・府の支出金でこれが８

割で、一般財源が２割ということでありま

す。これは、今回府支出金の委託金が大き

く受けられたということで、こういう補正

という形になっていますけれども、この国

・府支出金の割合と、一般財源の割合、８

割、２割なんですけれども、これは何らか

の算定の根拠というのがあるのかないの

か教えていただきたいと思います。この今

回の補正のうちの国・府の支出金がどの

部分に当たって、一般財源がどこの部分に

当たるのか。そうでなくて、例えば全体の

割合でもっての算定になるのか、その点教

えていただきたいと思います。 

 それとあわせて負担金の算出方法、これ

も教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 委員のご

質問について、５点あったかと思います。 

 まず１点目が全体の件数に対して、今の
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進捗はどうだという点、２点目は３０件、

先ほど申しましたけれども、３０件でその

委託との考え方、ことしだったら１０件、

２０件、２０件でその件数はどうなってい

くのか。３点目は阪急京都線連続立体交差

事業の全体事業費に対して今年度補正し

た金額の割合ですね、大体どれぐらいのボ

リュームになるのか。４点目が財源ですね、

国・府・市の負担の割合、基本的には市の

負担分に対しての財源という形になって

ございます。５点目が今回そういったお金

が実際国・府からどういう形で入ってい

るのかという流れでございます。 

 ご答弁のほうをさせていただきます。 

 基本的に先ほど、今回の権利者数という

のが約２００名ございます。この２００名

に対して、基本的には５年間で用地取得を

進めていきたいと考えてございます。です

から、単純に５で割ると年間４０件という

形になってございます。 

 ２点目なんですけれども、今回、３０件

に対して委託を１０件、ことしは１０件に

なりますので、単純に言えば、３０分の１

０、３分の１程度ですね、残りの３分の２

は市の職員のほうでやって、その一部につ

いて委託業者のほうで交渉を進めていた

だくという、その割合でございます。 

 ３点目の全体の事業費に対して、ことし

の事業費ということで、阪急京都線連続立

体交差事業トータルでいいますと、大きい

母体になるんですけれども４３７億円と

いう全体事業費がございます。そのうち、

ことしは国費としては１３億円という国

の配当になっておりますので、４３７億円

のうちの１３億円といいますと、かなりの

小さい数字になるんですけれども、約

２．９％の割合になるのかなと思っており

ます。 

 国・府・市の負担の考え方なんですけ

れども、基本は先ほど申しました全体の事

業費４３７億円に対して、まずは鉄道事業

者の負担分というのが今回の阪急京都線

連続立体交差事業では６％ございます。そ

の６％を除いた分に対して国が５５％の

補助でございます。ここはややこしいんで

すけれども、鉄道施設と道路では環境側道

ではちょっと割合が違うんですけれども、

５５％国が負担した残りの４５％につい

て基本的に鉄道施設の場合は、府は３０％、

残り１５％を市が負担になってございま

す。道路部分は、ややこしくて残りの４５ 

％を府と市で半分ずつ負担するという考

えでございます。 

 ５点目なんですけれども、今回の国と府

の負担分がどういった形で見えるのかと

いうところなんですけれども、こちら一番

わかりやすいのは、歳入のほう、１５ペー

ジで上げさせていただいています６億４，

３２０万３，０００円、今回歳入で上げさ

せていただいておりますけれども、これを

当初予算と合わせますと、８億９，０００

万円になってございます。ですから、国・

府・市が今回の１３億円に対して、先ほど

説明した負担割合で負担をまず出します。

それに対して１３億円に対して、今回は阪

急電鉄の実施分、市の実施分として８億９，

０００万円を歳入で受けるという流れで

ございます。 

 以上、５点について回答させていただき

ます。 

○藤浦雅彦委員長 最後の質問の分は、連

続立体交差事業の負担金の説明だと思う

んですけどね。 

 藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 負担金に

つきましては、全体の１５％が地元市の負
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担となっております。 

○藤浦雅彦委員長 森西委員。 

○森西正委員 それでは、件数に関しては

２００件ということで今お聞きをして、そ

のうちの委託料に関しては業者委託、それ

と市のほうということでの答弁だったと

思います。 

 あと、国・府・市、阪急電鉄の負担の割

合も今お聞かせをいただいて、現状での進

捗状況といいますか、今回の補正での事業

の割合というのもお聞かせをいただいた

んですけれども、まずは、香川委員も先ほ

ど説明をされていたんですけれども、当初

予算を上げてて、補正で多く予算をつけて

いただいたということで、摂津市のほうが

事業、土地購入費もそうですが、補償費で

すね、その分も実際に努力をされて、今年

度その予算を執行するというのであれば

いいですけれども、当初そういう考えとい

うのはなかったと。でも予算というのがつ

いて、頑張りたいという思いはあって。し

かしながら、その部分が執行できないとい

うことになる場合には、今後の手続、今年

度の部分では未執行になるということに

なる場合には、今後どういう進め方をして

いくのか、財政上の手続としまして、どう

いうふうに進めていきたいのかというの

を教えていただきたいと思います。 

 負担金ですけれども、１５％ということ

であります。これは事業費が変わることに

よって、その金額が変わるというような認

識でよろしいんですか。例えば、ふえてい

く、減っていく、それに対しての１５％で

あるということでの認識でいいのか教え

ていただきたいと思います。この１５％と

いうのは、例えば今回の補正を組まれてい

る分に対しての１５％というような認識

であるのか、教えていただきたいと思いま

す。 

 それと今まで地元のほうに説明会に入

って、何度か進められておられます。説明

会の中でどういうご意見を受けられてい

るのか。市として何らか難しい課題という

ような質問が生じてきているのか、もしく

は説明会の中で新たな課題というのが生

じてきているのか、その点教えていただき

たいと思います。 

○藤浦雅彦委員長 藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 それでは、

委員がご質問の３点ですね、まず１点目が

先ほど香川委員からもご質問がありまし

たように未執行の場合どうするのか、２点

目が負担金の割合１５％で事業費の増減

によって変わってくるのか、３点目が説明

会で出されている意見に対してというこ

とでございます。 

 まず１点目の未執行というところで、先

ほど地元市としてはとりあえず頑張って

いくとお答えしましたけれども、基本的に

は事業主体は大阪府でございます。大阪府

から我々は受託を受けてやる立場でござ

いますので、基本的にやれるだけを受託す

るという考え方でございます。ですから先

ほど言ったように今年度の事業費という

のを確定する時期まで我々はとりあえず

取り組んでいくと。その段階でしっかり大

阪府から受託をしてやっていくと。今の段

階で全てを受けているという考え方では

ございませんので、今後はそういった大阪

府との協議が必要になってきますので、し

っかり進めていきたいと考えております。 

 ２点目の負担金の率の考え方なんです

けれども、現在は１５％という形で進めて

おります。トータルの事業に対しては先ほ

ど言ったように鉄道の部分は１５％なん

ですけれども、両サイドの道路の部分が割
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合が違ってございまして２２．５％と変わ

ってきます。最終的に事業がある程度進ん

だ段階で最終的にはその負担割合で再度

精査して事業費負担という形で最後精算

するものと考えております。 

 ３点目の説明会の意見ということで、今

までご意見のほうは借地に対する意見で

ございましたり、高齢者がおられて今後の

生活再建に対する不安を言われたり、子ど

もが学校に通っているのに小学校を転校

する等のそういった不安のほうはお聞き

しております。今は、個別に境界確定の印

鑑をいただいている段階でございまして、

説明会ではやはりなかなか言いにくい意

見もございますことから、個別でしっかり

それぞれの個々の不安材料でしたり、そう

いったものを吸い取っていっている段階

でございまして、それに対してまずはどう

いうような取り組みができるかという検

討を進めている段階でございます。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 森西委員。 

○森西正委員 実際に執行ができなかっ

た場合というところで、例えば未執行にな

った場合に、これは努力されて、全額執行

するというところが基本ですけれども、当

初の部分と違って、予算がありがたい話で

たくさんついたわけです。実際、今の土地

購入費とか、補償費が結局執行できず不用

となる場合は不用額としてという形にな

るのか、繰り越しという形をとられていく

のか、その財政上の手続でどういう取り計

らいというのが可能であるのかという部

分を教えていただきたいと思います。 

 説明会の件ですけれども、今、説明会で

権利者で権利がある方と思われる方と、実

際にはどの程度接触ができているのか、で

きていない方というのがおられるのか、そ

の点を教えていただきたいというふうに

思います。１００％全ての権利者の方とア

プローチというか直接話ができたりとい

うような形になるのか、その点教えていた

だきたいと思います。 

○藤浦雅彦委員長 藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 それでは、

委員がご質問の２点につきまして、答弁の

ほうをさせていただきます。 

 １点目は、制度ですね。今の金額を最終

的にどういうような制度を使って処理す

るのかという点と、２点目は説明会という

ところで、どれぐらい説明会に来られた方、

かつ権利者の方々に対してどれぐらいの

割合で接触しているかという点でござい

ます。 

 まず１点目につきましては、我々の今の

答えとしては、全力で取り組むということ

以外ありません。先ほど申しましたように、

府から受託という形になりますので、最終

できる分を受託で大阪府との協議の中で

受けるという形で進めていく形にはなろ

うと思いますけれども、やっぱり一般的に

は先ほど言われたような繰り越し制度と

か、財政的にはありますので、最終、今年

度の事業費の締め等では、そういったこと

も考えながらいろいろ関連部署と相談を

かけていきたいと考えております。 

 ２点目の現在までに接触できている権

利者数ということで、権利者は大体２００

名でございます。あわせまして、今回立ち

会いでは隣接の方々にも声をかけており

まして、２００名と隣接で大体１３０名を

対象にしております。その対象者に対して

立ち会いのほうは９０％以上、実際現地で

ご確認いただいている状況でございます。

ちょっと残っている部分、土地の関係でも

う少し整理が必要でございますので、その
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整備が済み次第、調整に入りたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 森西委員。 

○森西正委員 最後にさせていただきま

すけれども、この予算をいただいたので、

頑張るというようなお答えでありますか

ら、その点は、極力多く土地の購入の部分

とそれから補償費、執行できますように頑

張っていただきますようによろしくお願

いします。 

 それと説明会、権利者の方です。９割の

方はということでありますから、１割の方

はまだということだと思いますけれども、

その点も早急に何らか折衝していただい

て、アプローチしていただいて、話ができ

るように速やかによろしくお願いしたい

と思います。それがないと前に進めません

ので、頑張っていただきますようによろし

くお願いします。 

○藤浦雅彦委員長 弘副委員長。 

○弘豊委員 おはようございます。 

 先ほど来、各委員の方からそれぞれの項

目について質問もありましたので、大体中

身については、理解もしているところです。

今回国費の動向などで事業の進捗を進め

ていこうという説明だったかと思うんで

すけれども、確認で聞いておきたいのが、

地権者の方たちとの用地交渉を進めてい

くに当たって、今回用地交渉を委託も含め

て行っていくということなんですが、これ

まで職員との話し合い、それぞれ説明もさ

れて、現場に足を運ばれてというようなこ

とで顔つなぎもやられていっているとこ

ろが今後委託のほうに切りかわっていく

際に、当事者の方たちにとって不安がない

のか、その辺の引き継ぎがどうなっていく

のか、そういった点を一つ質問しておきま

す。 

もう一つは、権利者の方たちの中では、

早くにこの話し合いをしてて、できれば早

くに購入してほしいという方もおられれ

ば、もうしばらくその点についてはじっく

りと話し合いが必要なんだという方もい

らっしゃると思うんですけれども、今回優

先して交渉していく、そういう順序的なこ

とについて最初説明を聞いたときには、そ

れぞれ地域ごとに順番を決めてやってい

くみたいなことだったのかなと思うんで

すけれども、このあたりのところの兼ね合

いとあわせてお聞かせ願えないでしょう

か、お願いします。 

○藤浦雅彦委員長 藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 それでは、

委員がご質問の２点、１点目が用地交渉業

務、委託という形で出して、権利者に対し

て対応のほうは大丈夫かという点と、２点

目は、それぞれの権利者でご要望があるん

ですけれども、優先順位の考え方はどうだ

というところで答弁させていただきます。 

 まず１点目の用地交渉業務、やはり権利

者の方々でいきなり業者が来るというの

は、やっぱり驚かれたり不信感を覚えられ

る方がいらっしゃると思います。必ず摂津

市のほうは今まで交渉業務は前面に立っ

てやっておりましたので、引き続き市側も

基本的には主体となって権利者に対する

アポイントですとか、そういう交渉の折衝

については、絶対市の職員のほうで不信感

を与えないようにしっかり対応し、取り組

んでいきたいと考えております。 

 ２点目は、権利者の意向はいろいろござ

います。基本的に順番、考え方としては、

今回の工事は仮線工事も伴います。東側に

１回線路を振るということで、まず仮線の

工事、つけかえ道路の工事等が発生します
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ので東側を優先して進めていきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 弘副委員長。 

○弘豊委員 おっしゃるお答えでそうな

のかなと思うんですが、１点目で、こちら

の家は市の職員がずっと来てくれている

けれども、ほかのところでは、途中から委

託に変わったみたいなことで差ができて

しまうようなことがあってはやっぱりな

らないと思うので。もちろんそんなことは

当然のことなので、よその市でやられてい

る事業の中でもそこのところは留意して

やられていると思うんですけれども、ぜひ

きちんと丁寧に地権者の方たちの意向に

沿った形で進めていってもらえるように

お願いしておきたいと思います。 

 交渉の時期的なことでも優先順位が今

言われている東側から順番にということ

でやられていっておりますけれども、行く

行くはということで、将来的には西のほう

にも入ってくるわけで、こっちの西側の方

たちがとにかく早くにと、そういう要望が

あったときには、これはどういうふうに対

応されるのか、その点だけお答えいただけ

ないでしょうか。 

○藤浦雅彦委員長 藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 まず考え

方としては、先ほど申し上げたように東側

が優先なんですけれども、やっぱり権利者

の意向というのを第一にしなければなら

ないと考えておりますので、西側でも早期

の買収希望があれば、対応のほうは検討し

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 よろしいですか。 

 ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦委員長 以上で、質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時４２分 休憩） 

（午前１０時４３分 再開） 

○藤浦雅彦委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 議案第４２号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○藤浦雅彦委員長 全員賛成。よって、本

件は可決すべきものと決定しました。 

 これで、本委員会を閉会します。 

（午前１０時４４分 閉会） 
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